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資金不足比率
（単位：％）

（参考）平成２４年度鏡野町各会計決算の状況　 

会　　　計　　　名 歳入決算額 歳出決算額 実質収支額（注1）
一　般　会　計 12,066,214 11,317,562 748,652
津山・富線共同バス運行事業特別会計

公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計
法
適
用

法
非
適
用

普
通
会
計

5,676 5,417 259
奨学会特別会計 9,536 3,444 6,092
越畑専用水道特別会計 2,318 1,216 1,102
国民健康保険特別会計（事業勘定・直診勘定） 1,929,487 1,853,949 75,538
介護保険特別会計 1,603,601 1,578,120 25,481
後期高齢者医療特別会計 167,531 167,224 307
簡易水道特別会計 370,750 370,570 0
農業集落排水事業特別会計 318,145 312,932 5,213
林業集落排水事業特別会計 9,899 9,899 0
公共下水道特別会計 813,521 796,521 17,000

会　計　名 総収益 総費用 利益剰余金残高(注２)
国保病院事業会計（損益計算書） 1,304,549 1,269,683 192,044
水道事業会計（損益計算書） 225,698 208,311 40,378

（注 1）実質収支額　＝（ 歳入決算額 － 歳出決算額 ）－（ ２５年度へ繰り越して使用する額 ）
（注 2）利益剰余金残高＝前年度繰越利益剰余金＋純利益（－純損失）
（注 3）公営企業会計の内、「法適用」とは、地方公営企業法の適用を受けている会計。「非適用」とは、適用を受けていない会計。

（単位：千円）
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国民健康保険病院事業会計 ─ ２０％

水 道 事 業 会 計 ─ ２０％

簡 易 水 道 特 別 会 計 ─ ２０％

公 共 下 水 道 特 別 会 計 ─ ２０％

農業集落排水事業特別会計 ─ ２０％

備　

考

１　各会計において、資金不足額が生じていないため「─」表示で記載してい
ます。
２　各比率が、経営健全化基準を上回る場合は、自主的経営改善努力が義
務付けられます。

林業集落排水事業特別会計 ─ ２０％

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準比率

（注3）


